
（4）子育て短期支援事業の推進  【次世代育成支援対策交付金】   

○ 育児不安や育児疲れなどの場合に、児童養護施設等において児童を一時的に  

養育・保護するショートステイ及びトワイライトステイの実施について着実な推進を図  

る。  

（5）中・高校生と乳幼児のふれあう毒幾会の推進【次世代育成支援対策交付金】   

○ すべての市町村において、中・高校生が乳幼児と出会いふれあう機会が確保  

されるよう、児童館等を活用した取組を推進する。  

（6）オレンジリボン・キャンペーンなどの啓発活動の促進   

○ 子どもへの虐待防止に向け、児童虐待防止推進月間（11月）に全国フォーラム  

を開催するとともに、オレンジリボン・キャンペーンなどの啓発活動を促進する。  

平成22年度児童虐待防止対策関係予算案の概要  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課  

虐待防止対策室  

（平成21年度当初予算） （平成22年度予算案）  
17，045百万円   →  18，179百万円  

【次世代育成支援対策交付金等を除く，】   

児童虐待は社会全体で早急に解決すべき重要な課題であり、虐待の発生予防、早  

期発見・早期対応から虐待を受けた子どもの保護・自立に至るまでの切れ目のない  

支援のため、引き続き地域における支援体制の整備や児童相談所の機能強化ととも  

に、家庭的養護の推進及び入所している子どもへの支援の充実を図る。  

2，早期発見・早期対応体制の充実  1．発生予防対策の推進  

（1）子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）の機能  

強化【一部新規】  【次世代育成支援対策交付金】   

O 「子どもを守る地域ネットワーク」（要保護児童対策地域協議会）の機能強化を  

図るため、コーディネーターの専門性強化に向けた児童福祉司任用資格取得の  

ための研修受講などの取組を支援するとともに、インタ→ネット会議システムの導  

入などによりネットワーク間係機関の連携強化を図るための取組を支援する。   

（2）児童相談所の機能強化   

○ 一時保護所等の体制強化  【児童虐待・D＞対策等総合支援事業】  

在宅ケースへの支援の強化を図るとともに、学習指導の強化やトラブルへの  

対応等のため、一時保護所における教員・警察官OB等の酉己置を推進する。  

○ 一時保護所の環境改善  【次世代育成支援対策施設整備交付金】  

一時保護所における居室等の環境改善や定員不足解消のための施設整備を  

推進する。   

（1）乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）の推進  

【；欠世代育成支援対策交付金】   

○ 生後4か月までの乳児がいるすべての家庭を訪問し、ヰ育て支援に関する情報  

提供や養育ま葉境等の把握を行う「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちやん事  

業）」の普及・推進を図る。   

（2）養育支援訪問事業の推進  【次世代育成支援対策交付金】   

○ 養育支援が特に必要であると判断される家庭に対して、保健師・助産師・保育  

士等が居宅を訪問し、養育に関する指導、助言等を行う「養育支援訪問事業」の  

普及・推進を図る。   

（3）地域子育て支援拠点事業の推進  【次世代育成支援対策交付金】   

○ 地域において子育て親子の交流や子育てに関する相談の実施等を行う地域子  

育て支援拠点（ひろば型、センター型、児童館型）について、身近な場所への設置  

を促進する。  



（3）子どもの心の診療拠点病院機構推進事業の推進  

【母子保健医療対策等総合支援事業】   

○ 様々な子どもの心の問題、児童虐待や発達障害に対応するため、都道府県域  

における拠点病院を中核とし、各医療機関や保健福祉機関等と連携した支援  

体制の構築を図るため、平成20年度から22年度の間モデル事業を実施する。  

（4）児童家庭支援センター運営等事業の推進  

【児童虐待・DV対策等総合支援事業】   

○ 地域に密着した虐待・非行などの問題につき、相談・支援を行う児童家庭支援  

センターの設置を推進するとともに、心理療法担当職員の常勤化を推進する。また  

施設を退所した児童等のアフターケアの推進を図る。  

○ 児童養護施設における看護師の配置の拡充  

児童養護施設において、日常の投薬管理や健康管理、感染症の予防等医療   

的ケアが必要な児童に適切に対応するため、看護師の配置の拡充を図る。   

亭．自立に向けた保護一支援対策の充実＿（社会的養護体制の拡充）  

（1）家族再統合に向けた取組の強化【新規】   

○ 児童相談所l羊おいて、親子での宿泊方式の訓練の実施や親族も含めた援助方  

針会議の実施など家族再統合への取組を進めるとともに、児童相盲淡所の保護者  

指≦革を受託するなど地域において家族支援を担う民間団体の育成を図る。  

（2）家庭的養護の推進及び入所している子どもへの支援の充実   

○ 里親支援機関による里親の支援の推進  

【児童虐待・D＞対策等総合支援事業】  

里親委託を推進するため、里親制度の普及促進、子どもを受託している皇≡規  

への支援等の業務を；総合的に実施する里∃現支援機関事業を推進する。  

○ ／小規模グループケアの推進  

児童養護施設等において、虐待などにより心！こ深い傷を持う子どもに対し職  

員との個別的な関係を重視したきめ細やかなケアを提供するため、家庭的な環  

境の中で小規模グループによるケアを行う体制の整備を着実に進める。  

○ 乳児院における被虐待児個別対応職員の配置の拡充  

乳児院における被虐待経験のある乳幼児の割合が増加していることから、乳  

児院における被虐待児個別対応職員の配置の拡充を図る。  



√  

家族再統合等への取組の強化【児童虐待防止対策支援事業】  

○ 児童虐待防止法の改正により鯨錠を伴う立入調査が可能となるなど、子どもの安全確保のための対応の強化が図られてき  

てし 

果的な対応策が講じられていないとの指摘がある。  

○ また、分離した子どもを再び家庭に帰す際の判断基準や判断方法について苦慮している児童相談所も多い。  
○ こうしたことから、様々な角度から家族再統合、家族の養育機能の再生や強化を試みることのできるメニュー事業を創設し、  

に応じた   



民間団体との連携の強化 【児童虐待防止対策支援事業】  

○ 平成21年4月施行の改正児童福祉法において、保護者指導の民間委託を可能とするなど児童虐待防止対策の充実のた  
めには、児童相談所と民間団体がより高い専門性を備えるとともに、相互の連携が重要となっているところ。   

○ しかしながら、地域におけるこうした民間団体は、必ずしも十分な数となっている訳ではなく、また、今後、分離した親子の再  
統合の取組の強化がますます求められる現状を踏まえると、各地域においてこうした専門性を備えた民間団体の育成が課題   
となっている。   

○ このため、都道府県において、民間団体を育成するために必要な経費を補助し、地域における支援体制の強化を図る。  

【事業の内容】   

O「市町村及び民間団体との連携強化事業」の中に、民間団体のスキルアップ支援経費を計上。  
A  

民間団体の育成イメージ  

※ 都道府県等が家庭への支援について、支援する団体の育成も含めて総合的にコーディネートできる体制の整備を図る。  

民間団体のスキルアップ支援（新規事業）の内容   

（1都道府県等当たり年額1，253千円）  

実地訓練先  

の確保  

先駆的な  

民間団体等  
アド／くイザー  

実地訓練への  

当者派遣   
育成する  

民間団体  

児童相談所  

協働して腐護者等への支援を実施  



児童虐待防止対策支援事業実施要綱一部改正新旧対照表（案）  

現 行  改 正 後  

別紙  

児童虐待防止対策支援事業実施要綱   

第1 目的  
（略）   

第2 実施主体  
（略）   

第3 事業内容  
下記の1～12までの事業から地域の実情に応じて選択して実施す  

るものとする。   

1 協力体制整備事業  
（略）   

2 カウンセリング強化事業  
（1）趣旨  

児童虐待に対する児童相談所の対応は、子どもの安全確保を最優先に  
取り組んできたところであるが、子どもの最善の利益を図るために  
は、家族の再統合を目指した積極的な指導が求められている。  

児童虐待を行う保護者は、自身の虐待を受けた体験等による心の問題  
を抱えている場合もあると言われていることから、児童福祉司、児童心  
理司等による指導に加え、精神科等の医師や臨床心理士等（以下、「精  
神科医等」という。）の協力を得て、虐待を受けた又はそのおそれのあ  
る子どもや保護者等の家族に対して心理的側面等からのケアを行うも  
のであり、もって、子どもの福祉の向上に資するものである。  

（2）事業内容  

別紙  

児童虐待防止対策支援事業実施要綱   

第1 目的  
（略）   

第2 実施主体  
（略）   

第3 事業内容  
下記の1～12までの事業から地域の実情に応じて選択して実施す  

るものとする。   

1 協力体制整備事業  
（略）   

2 カウンセリング強化事業  
（1）趣旨  

児童虐待に対する児童相談所の対応は、子どもの安全確保を最優先  
に取り組んできたところであるが、子どもの最善の利益を図るために   
は、家族の再統合を目指した積極的な指導や未然防止の強化が求められ  
ている。  

児童虐待を行う又は育児不安等を抱える保護者は、自身の心の問題を  
抱えている場合もあると言われていることから、児童福祉司、児童心理  
司等による指導に加え、精神科等の医師や臨床心理士等（以下、「精神  
科医等」という。）の協力を得て、虐待を受けた又はそのおそれのある   
子どもや保護者等の家族に対して心理的側面等からのケアを行うもの  
であり、もって、子どもの福祉の向上に資するものである。  

（2）事業内容  

次の事業を、個々の子どもや家族の状況を踏まえた上で、必要に応じ   
て選挺し、実施すること。（硬数実施も可能とする。）   
塾 カウンセリング促進事業  

ヱ 本事業は、児童相談所が児童虐待問題に関して熱意を有する精神  
科医等の協力を得て、子どもや保護者等の家族に対してカウンセリ  
ングを実施するものである。  

C11  

金 本事業は、児童相談所が児童虐待問題に関して熱意を有する精神  
科医等の協力を得て実施するものである。   



現 行   改 正 後  
なお、児童相談所は、地域の実情を踏まえた上で、精神科医等と  

契約の締結や申し合わせを交わす等により実施すること。   
なお、児童相談所は、地域の実情を踏まえた上で、精神科医等と   

契約の締結や申し合わせを交わす等により実施すること。   
さら…族療故事業を実施する場合には、下記⑨に加え、③の   

条件を付加することn  
② 精神科医等の役割は、次のとおりとする。   

ヱ （略）   

乙 （略）   

皇 （略）  

塁 家族療法事業   

ア 本事業における家族療法とは、特定の治療法を意味するものでは  
なく、虐待を受けたまたはそのおそれのある子どもや家族に対して   
、心理的側面等からのケアを行うなど、家族再統合や家族の養育機  
能の再生・強化に向けた取り組みを意味するものであり、個別ケー  
スの状況や児童相談所の体制等の実情に応じて行うこと。  

イ 児童相談所と地域の医療機関（精神科医、小児科医等）や専門機  
関（有識者等）が協働して、子ども及び保護者の治療計画（プログ   
皇室Lを作成し実施すること。   

り 実施期間は6月以上、1年未満を一つの目安とする。   
エ 当事業を実施するにあたって、実施児童相談所の正規職員を充てる   

場合、これに代わる非常勤職員等を配置する場合についても、事業甲  
対象とする。榊酎如こついては、  
9の「24時間・365日体制強化事業」（3）に記載の任用資格鱒  
必要であること。   

主 事業終了後は、報告書、マニュアル（ガイドライン）等を作成の  
上、関係機関に配布し、活用を図ること。   

乙 精神科医等の役割は、次のとおりとする。   
上 

．  

上皿 （略）   

皿 （賂）  
塵 家族療法事業   

ア 本事業における家族療法とは、特定の治療法を意味するものでは  
なく、虐待を受けたまたはそのおそれのある子どもや家族に対して   
、治療計画（プログラム）を作成し、それに基づき心理的側面等か  

らのケアを行うなど、家族再統合や家族の養育機能の再生・強化に  
向けた取り組みを意味するものであり、個別ケースの状況や児童相  
談所の体制等の実情に応じて行うこと。   

イ 子どもや家族に対する治療計匝牌ま、児童  

相談所と地域の医療機関（精神科医、′J、児科医等）や専門機関（有  
識者等）が協働して作成し実施すること。   

ウ 室墓里実施期間は6月以上、1年未満を一つの目安とする。   
エ （削除）  

の  

三 事業終了後は、遁娼引こ応じて、報告書、マニュアル（ガイドライ   
ン）等を作成の上、関係機関に配布し、活用を図ること。  

レンス事  ファミリーグループカンフア   

ア働こ支援を受   

け入れるため、御所職員や、精   
神科医等、閲親族等を構成員とし、当該   
子どもや家族に対しての支援方準・内容について葦｝合い・検討す   

る機会を提供するものである。  
イ働こ   

ついて複数回榊実施する   

ことを基本とする。  
者等が自  らの問題に向き  話し合い  において  



改 正 後  
合えるよう、例えば、同様の問題を抱える保護者等とのグ／レープ討  
議を実施するなど、複数の保護者等について合同で参加できるプロ  
グラムを設けることも差し支えない。  

④ 宿泊型事業   
ア ー時保護戸  の居室等を活用し、問題を抱える親子に対して、必要  

な期間、宿泊等をしながらの生活訓練や親子関係改善のためのプロ  
グラムを行うとともに、精神科医等による行動観察を行い、必要な  
支援の提供と家庭復帰の可否等の適切な判断を行うことを目的と  

するL  
イ この事業の対象者は、次のいずれかに該当する者とする。  

m児童福祉施設への入所等の措置により親子分離がされているケ  
ー「スであって、家族再統合や家族の養育機能の強化又は家庭復帰  
申可否についての見極めが必要な家族  

（イ）モどもは在宅しているが、保護者が強い育児不安等を持つため、  

生活を通じた親子関係のチチックや実践的なアドバイスが必要  

な塞塵  

り 事業内容  
個々のケースに応じて次のような事業を実施  

肺葉し方などの日常生活訓練  

rイ）育児不安等の解消のためのカウンセリングやグループ討議  
肋親子での接し方を学ぶためのゲームや料理作り  

（エ）精神科医等による親子関係の見立て及び援助方針への助言   エ そ担地     膚泊期間は個酬こノ芯じて設置することとする。なお、親  
子の状況等を踏まえ、㈲酎自、日  

帰りなど横側㌔  

（3）留意事項   

①－（略）   

（診 （略）   

＠働こあたって、実施児童相談所の正規職員を充てる  
場合、これに代わる非常勤職員等を配置する場合についても、事業の  
対象とする。   

3 医療的機能強化事業   
（略）  

■、J  

（3）留意事項   

① （略）   

② （略）  

3 医療的機能強化事業  
（略）   



改 正 後   現 行   

4 法的対応機能強化事業   4 法的対応機能強化事業   

（略）   （略）   

5 スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業   5 スーパ∵バイズ・権利擁護機能強化事業   

（略）   （略）   

6 専門性強化事業   6 専門性強化事業   

（1）趣盲 （略）   （1）趣旨 （略）   

（2）．事業内容  （2）事業内容  

次のいずれかの事業を実施すること。  
①専門家養成のための実践的な研修の実施や中央研修への参加派遣  ①専門家襲成のための実践的な研修の実施   

② （略）   （∋ （略）   

③（略）  ③（略）  

（3）実施方法（略）  
（4）留意事項（略）  

7一時保護機能強化事業  7丁時保護機能強化事業   
（略）   （略）   

8 市町村及び民間団体との連携強化事業   8 市町村及び民間団体との連携強化事業   

（1）′趣旨   （1）趣旨   

（略）   （略）   

（2）事業内容   ．    （2）事業内容   
① 市町村及び安保護児童対策地域協議会への支援   ① 市町村及び要保護児童対策地域協議会への支援   

（略）   （略）   

②民間団体との連携  ②民間団体との連携   

ア民間団体活動推進事業   
都道府県は、NPO法人等の民間団体と連携し、子どもたち本人  都道府県は、NPO法人等の民間団体と連携し、子どもたち本人   

からの電話相談等への対応、職員の研修、保護者指導、家族再統合   からの電話相談等への対応、職員の研修、保護者指導、家族再統合   
の取組み等を実施する。  の取組み等を実施する。   

イ民間団体育成事業  
都道府県は、児童相談所が行う保護者指導を委託する民間  

団体を育成するため、都道府県自ら又は先駆的な民間団体等  
に委託して、育成が必要な団体が当該事業を実施できるだけ  

のスキルアップを図れるよう、当該団体へのアドバイザーの  

派遣や当該団体の職員の先駆的な民間団体での実地訓練等  

ー
 



現 行  改 正 後  

を実施するn  

9 24時間・365日体制強化事業  
（略）   

10 児童福祉司任用資格取得のための研修（講習会）笠  
（1）趣旨  

平成16年の児童福祉法の改正により、保健師・保育士等の職種も  
児童福祉司の任用資格に加えられたことから、都道府県が実施主体と  
なり、児童福祉司の任用資格取得のための研修（講習会）登を実施す  

るものである。  
（2）事業内容  

保健師・保育士等た対する、児童福祉法施行規則第6条第6号から  
第10号及び同条第13号に規定する厚生労働大臣が定める研修（講  
習会）（以下、「厚生労働大臣が定める研修．（講習会）」という。）  

登  

（3）実施基準  

① 実施主体は都道府県又は都道府県からの委託を受けた社会福祉  
法人等。  

② 受講の対象者は、都道府県及び市町村の職員（安保護児童対策調  

整機関（以下「調整機関」という。）の職員を含む）  
（診∵講義及び演習により行うもの。  
（参 厚生労働大臣が定める研修（講習会）については、概ね3月以内  

とし、その他の研修については、必要に応じて期限を定めるものと  
宣旦。  

（4）研修（講習会）隻の内容  

研修（講習会）隻の内容は、以下に定めるもの以上とすること。  
① 厚生労働大臣が定める研修（講習会）について  

【講義科目】  

児童福祉論、児童相談所運営論、養護原理、障害者福祉論、社  
会福祉援助技術論、児童虐待援助論  

【演習科目】  

社会福祉援助技術演習、児童虐待援助演習  
※ なお、市町村の職員も受講対象者であることから、研修（講  

習会）の内容には市町村の安保護児童対策地域協議会の運営等  
を含めた市 町村児童家庭相談に関する内容を含めるよう努  
めること  

9 24時間・365日体制強化事業  
（略）   

10 児童福祉司任用資格取得のための研修（講習会）  

（1）趣旨  

平成16年の児童福祉法の改正により、保健師・保育士等の職種も  
児童福祉司の任用資格に加えられたことから、都道府県が実施主体と  
なり、児童福祉司の任用資格取得のための研修（講習会）を実施する  
ものである。  

（2）事業内容  

保健師・保育士等に対する、児童福祉法施行規則第6条第6号から  
第10号及び同条第13号に規定する厚生労働大臣が定める研修（講  
習会）   

（3）実施基準  

① 実施主体は都道府県又は都道府県からの委託を受けた社会福祉  
法人等。  

② 受講の対象者は、都道府県及び市町村の職員（要保護児童対策調  
整機関（以下「調整機関」という。）の職員を含む）  

（卦 講義及び演習により行うもの。  
④ 修業年限は概ね3月以内。  

l⊂〉  

（4）研修（講習会）等の内容   
研修（講習会）等の内容は、以下に定めるもの以上とすること。  

【講義科目】  

児童福祉論、児童相談所運営論、養護原理、障害者福祉論、社  
会福祉援助技術論、児童虐待援助論  

【演習科目】  

社会福祉援助技術演習、児童虐待援助演習  
※ なお、市町村の職員も受講対象者であることから、研修（講  

習会）の内容には市町村の安保護児童対策地域協議会の運営等  
を含めた市 町村児童家庭相談に関する内容を含めるよう努  
めること   

その他  



改 正 後  
現 行  

ップ研修な  児童福祉司等の任用時研修や、児童福祉司等のスキルア  
ど必要な研修を行うものとする。  

（5） 留意事項  

（略）   

11評価・検証委員会設置促進事業  
（略）   

12 保護者指導支援事業  
（1）趣旨  

（略）  

（2）事業内容   

① 対象者  
（略）   

② 実施方法  

（略）   

③ 実施要件  
ア （略）  

イ （略）  

ウ（略）   

三 
‡  

財対象とする。  
（3）留意事項  

（略）   

第4 国の助成  
（略）  

（5） 留意事項  
（略）   

11 評価・検証委員会設置促進事業  
（略）   

12 保護者指導支援事業  
（1）趣旨  

（略）  

（2）事業内容   

（D 対象者  

（略）   

② 実施方法  
（略）   

③ 実施要件  
ア （略）  

イ （略）  

ウ （略）  

（3）留意事項  

（略）   

第4 国の助成  
（略）   



子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業の拡充  

【課 題】  

「子どもを守る埠域ネットワーク」については、平成21年4月1日現在、97．6％の市町村で設置（虐待防止ネットワークを  
含む。）されているが、その機能強化を図っていくことが課題となっている。具体的には以下のとおり。  

○ 調整機関への専門職員（コーディネーター）の配置促進  

⇒ 児童福祉司と同様の資格を有する者の配置は、14．2％（平成21年4月・調整機関担当職員の状況）  

○ ネットワークを活用した適切な援助を行うため、関係機関の更なる連携強化が必要  

⇒「ネットワーク会議が開催されていない」、「単独の機関や担当者のみで対応している」等が指摘されている  

【既存分】   

コーディネーターやネットワーク構成員の専門性強化等  

（事業内容）   

①コーディネーターの専門性向上に向けた児童福祉司   

任用資格取得のための研修受講   

②ネットワーク構成員のレベルアップを図るため学識   

経験者（アドバイザー）による研修会開催   など  

【新規分】   

ネットワーク関係機関の連携強化を図るための取組   

（事業内容）   

①インターネット会議システム等の導入によるケース   

検討会護の開催   

②ケース記録や進行管理台帳等の電子化   など   

（これに加え）  



「次世代育成支援対策交付金の交付対象事業及び評価基準について」一部改正新旧対照表（案）［抜粋］   



2 （略）  2 交付要綱の3の（2）その他事業のうち、次に掲げる要件を備える取組内   
容であるものについて評価し、別表（評価に対する基準点数表）の評価2に   

定める基準点数を交付金算定の基礎とする。   

（4）子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業   
① 趣旨  

市町村において、子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童対策地  
域協議会）（以下「地域ネットワーク」という。）の要保護児童対策調  
整機関（以下「調整機関」という。）の職員や地域ネットワークを構成  
する関係機関等（以下「地域ネットワーク構成員」という。）の専門性  
強化を図るとともに、地域ネットワークと訪問事業が連携を図り、児童  

虐待の発生予防、早期発見・早期対応に資することを目的とする。  

（∋ 基本事業  

ア 職員の配置  
調整機関に、職員（非常勤職員等を含む。）を配置すること。  

なお、配置する職員㈱）は、調整機関が行う  
業務に影響のない範囲内において兼務職員であっても差し支えない  

が、母子、保育、障害児等を含む児童福祉分野の業務に従事する者と  

する。  

イ 取組内容  

ヱの職員の専門性の向上のため、次の取組を行う。  

旦 
． 

次の「児童福祉司任用資格取得のための研修（講習会）」を受講  
させる。  

二 
＿  

習会（社会福祉法人全国社会福祉協議会中央福祉学院が実施する  
「児童福祉司資格認定通信課程」）  

児童福祉法施行規則第6条第6号から第10号及び同条第13  
号に規定する厚生労働大臣が定める講習会（都道府県が実施する  
「児童福祉司任用資格取得のための研修（講習会）」）  

b 配置職員が児童福祉司の任用資格を満たしている場合  
更に児童虐待への専門性を向上させるため、次の研修を受講させ  

る。  

子どもの虹情報研修センター（日本虐待・思春期問題情報研修  
センター）が実施する研修  

・都道府県や研修機関等が実施する児童虐待対応研修 

（4）子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業   
① 趣旨  

市町村において、子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童対策地  
域協議会）（以下「地域ネットワーク」という。）の要保護児童対策調  
整機関（以下「調整機関」という。）の職員や地域ネットワークを構成  
する関係機関等（以下「地域ネットワーク構成員」という。）の専門性  
強化及び地域ネットワーク構成員の連携強化を図るとともに、地域ネッ  
トワークと訪問事業が連携を図り、児童虐待の発生予防、早期発見・早  
期対応に資することを目的とする。   

② 実施要件  
調整機関に、職員（非常勤職員等を含む。）を配置すること。  
なお、配置する職員は、調整機関が行う業務に影響のない範囲内にお  

いて兼務職貞であっても差し支えないが、母子、保育、障害児等を含む  
児童福祉分野の業務に従事する者とする。   

③ 基本事業  
次のア及びイのいずれか又は両方を実施した場合に、それぞれ評価の  

対象とする。  

ア 調整機関職員の専門性強化   
塁の職員の専門性向上のため、次の取組を行う。  

血 配置職員が児童福祉司の任用資格を満たしていない場合  
次の「児童福祉司任用資格取得のための研修（講習会）」を受講  

させる。   

且 児童福祉法第13条第2項第1号の厚生労働大臣が指定する講  
習会（社会福祉法人全国社会福祉協議会中央福祉学院が実施する  
「児童福祉司資格認定通信課程」）   

セ 
＿  

号に規定する厚生労働大臣が定める講習会（都道府県が実施する  
「児童福祉司任用資格取得のための研修（講習会）」）  

上吐 配置職員が児童福祉司の任用資格を満たしている場合  
更に児童虐待への専門性を向上させるため、次の研修を受講させ  

る。   

旦 
＿  

センター）が実施する研修   

旦 都道府県や研修機関等が実施する児童虐待対応研修  
イ㈱ク構成員の連携強化  

地域ネットワーク構成員の連携強化を図るため、次の（ア）及び（イ）の   



いずれか又は両方の取組を行う。   
且L インターネット会議システムの導入等により、地域ネットワ「ク  

構成員による緊急受理会議や個別ケース検討会議等を適時、適切に  
行い、その時々の子ども等の状況に応じた支援内容等について、迅  
速かつ適切に協議、判断するための取組。   

上止 ケース記録や進行管理台帳の琴子化等により、礫割こつ  
い㈱情報  

収集等を迅速かつ適切に行うための取組。  
④ 付加的事業  塗 付加的事業   

塁の基本事業を実施する土とを要件に、次のア～りについて事業を実   
施する場合、それぞれポイント算定の対象とする。  
ア 地域ネットワーク構成員の専門性向上を図る取組  

地域ネットワ「ク構成員の専門性向上のため、学識経験者等の専門  
家を招へいし、児童虐待対応についての共有認識と運営手法について  
の研修会1講習会などを開催する取組や、個別ケースについての具体  
的な支援方法及び進行管理等についての助言・指導を受ける取組。   

イ 地域ネットワークと訪問事業との連携を図る取組  

地域ネットワークの調整機関が養育支援訪問事業の中核機関とな  

り、必要に応じて行う地域ネットワークによる支援内容の協議の結果  
に基づき、養育支援訪問事業の実施のための進行管理やその他の支援  
に係る連絡調整を行う取組や、乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤  
ちやん事業）又は母子保健法に基づく訪問事業等により把握された支  

援対象者の中で、特に地域ネットワークによるケ「ス対応が必要な家  
庭に対して、地域ネットワークは訪問者と協力して支援を行う取組。   

り 地域住民への周知を図る取組  
地域ネットワーク活動や訪問事業活動についての地域住民への周知  

を図るため、地域の子育て支援関係者や関係機関等を対象として、講  
演会やシンポジウムの開催を行い、地域ネットワーク活動や訪問事業  
活動についての情報発信を行う取組やマニュアル、援助事例集、又は  
社会資源名簿（社会資源集）を作成・配布し、周知を図る取組。  

のア又はイの基本事業を実施することを要件に、次のア～りについ  
て事業を実施する場合、それぞれ登壇の対象とする  

ア （略）  

イ （略）  

ウ （略）   



相談森口の更なる周知について  

○ 児童虐待による死亡事例の中には、近隣の方等が虐待の疑いを持っていたにも関わらず、残  
念ながら児童相談所等の関係機関に通告がなかったケースも多い▲。   

【参考】児童虐待による死亡事例のうち、関係機関の関与がなかったもの：17．8％ 
（「子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について（第5次報告）」より）  

○児童虐待の防止のためには、育児や子育てに悩んだ時や虐待を受けたと思われる子どもを見  
つけた時などに、躊躇せずに相談や通告ができることが何よりも重要であるため、各自治体及び  
児童相談所におかれては、地域の相談機関や以下の相談窓口について、年度初めや11月の  
児童虐待防止月間はもちろんのこと、日頃より、地域住民に対して継続的に広報を行っていただ  
きたい。   




